
人事及び税務

速報

2022年1月

概要

2018年末に公布された「個人所得
税法改正後の優遇政策の経過措
置に関する問題についての通達」
(財税「2018」164号)により、年一
回性賞与、外国籍個人に対する
非課税福利及び上場企業株式報
酬所得の優遇政策は2021年12月
31日まで有効であった。そのため、
2022年以降の税務処理は、企業
及び個人の間で関心の高い課題
となっていた。

このような背景のもと、2021年12

月31日に財政部及び国家税務総

局より「年一回性賞与等個人所得

税優遇政策の延長に関する公

告」（財政部及び税務総局公告

「2021」42号（以下「42号公告」）及

び「外国籍個人に対する非課税

福利等個人所得税優遇政策の延

長に関する公告」（財政部及び税

務総局公告「2021」43号、以下「43

号公告」）が公布され、年一回性

賞与、株式報酬所得は個別に個

人所得税を計算することと、外国

籍個人に対する非課税福利等優

遇政策の延長が明確になった。

当ニュースレターでは、上記の2

つの公告について、関連優遇政

策を整理し、要点解読及び今後

の動向・留意点をまとめている。

2022年1月1日より個人所得税
優遇政策の再延長

主な内容

項目 有効期限 優遇政策の概要

年一回性賞与 2023年12月31日

居住者は、要件を満たす年一回性賞与を当年度の総

合所得に算入せず、賞与の金額を12カ月で按分した

金額に適用される税率および速算控除額を用いて、

個別に税額を計算する。

税額＝年一回性賞与x適用税率－速算控除額

居住者は、年一回性賞与を総合所得に算入して税額

を算定することを選択適用できる。

上場企業株式
報酬所得

2022年12月31日

居住者は、要件を満たす株式報酬所得を取得する場

合、当年度の総合所得に算入せず、個別に総合所得

税率を適用して個人所得税を計算する。

税額＝株式報酬所得x適用税率‐速算控除額

居住者は、1納税年度で2回以上（2回含む）株式報酬

所得を取得する場合、合算すべきである。

外国籍個人に
対する非課税
福利制度

2023年12月31日

居住者に該当する外国籍個人※は、以下のいずれか

を選択適用できる。

➢ 特別付加控除として申告を行う。

➢ 住宅費、語学訓練費、子女教育費等の非課税福

利制度を適用する。

外国籍個人が上述のいずれかの方法を選択した後、

１納税年度内においては、これを変更できない。

総合所得に対
する年度確定
申告を免除す
る優遇政策

2023年12月31日

居住者が取得する総合所得は、年間総合所得が12

万元以下、または年度追加税額が400元以下である

場合、年度確定申告の義務は免除される。

居住者が総合所得を取得した際、源泉徴収義務者が

税額を源泉徴収しなかった場合には適用できない。

中央企業の責
任者に対する
在職期間のイ
ンセンティブ

2023年12月31日

中央企業の責任者が年度業績給与の繰延現金化収

入と在職期間のインセンティブを取得する場合、上述

の上場企業の株式報酬所得の税務処理を参考にで

きる。

※注：中国国内に住所のない個人が、1納税年度に中国国内で累計居住日数が183日以上の場合、中

国の居住者とみなされる。
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個人所得税の最新動向に対して、企業は従業員とのコミュニケーション及び現地担当者へのトレーニングを実施する必要があ
る。現階段において、企業は優遇政策を享受する一方で、税務コンプライアンスのリスクを全面的に考慮し、優遇政策の適用性
を判断する必要がある。

ご不明な点について、所轄税務局、または、お気軽にEYの担当者までご連絡ください。

要点解説

1.年一回性賞与

2019年の個人所得税改正後、年一回性賞与の優遇措置が2021年末まで引き続き適用できると規定された。これまで、この優遇措

置が2022年以降も継続されるか否かは注目を集めてきた。今回、優遇政策が2年間延長になったことに伴い、企業は新政策に従

い、社内の人事制度及び報酬パッケージを改めて整理する必要がある。

2. 株式報酬制度に関する税務登記の要求

年一回性賞与に対する優遇政策の有効期限が2023年末まで延長されたのとは異なり、42号公告によると、上場企業の株式報酬
所得に対する優遇政策の有効期限は2022年末までの延長となった。

税務機関の最近の動向としては、株式報酬制度を実施する企業及び制度に関する運用状況等の情報を収集し、さらに分析を行っ
ていることが挙げられる。現行の政策が廃止された後、税務機関は将来的に株式報酬の税務処理に対してさらに新たな規定を設
定する可能性がある。

現行の法律及び規定により、株式報酬制度を実施する企業は、情報提出及び税務登記の要求があることが既に明文化されてい
る。例えば、財税[2005]35号により、上場企業の株式報酬制度の情報提出が求められている。また、財税[2016]101号により、非上
場企業の株式報酬制度について繰延納税政策を適用する場合、企業は税務登記義務を履行しなければならない。さらに、国家税
務総局は、2021年10月に税総征科発[2021]69号を公布し、株式報酬制度を実施する企業の、株式報酬制度運用状況に対する報
告義務をさらに強調した。上記を踏まえて、株式報酬制度を実施する企業は、関連情報の提出及び税務登記の要求に注意し、優
遇政策が適用できる前提条件を理解し、事前準備を行う必要がある。

3.外国籍個人に対する非課税福利制度

現在、多数の企業が非課税福利制度を運用している状況にある。仮に、非課税福利制度が廃止される場合、外国籍個人にとって
非常に大きな影響があると予想されていた。これまでEY中国は、企業や商会等の組織と積極的に協力し、経過措置の廃止により、
外国籍個人の税負担及び企業コストに、大きな影響を与えることについて税務局と協議してきた。 43号公告により、優遇措置が引
き続き適用されることになったのは、外国籍個人及び企業にとって朗報である。

一方で、近年、税務局は、外国籍個人の非課税福利に関する税務検査を頻繁に実施している。コンプライアンスを維持するため、
企業は現行の非課税福利制度及び関連書類を整理し、節税またはコスト削減が確実にできるように体制を整えることを推奨する。

4. 外国籍個人に対する税務処理

新政策では、居住者の年一回性賞与及び上場企業の株式報酬所得に対する優遇政策が継続されることとなった。外国籍個人に
とっては、居住者ステータスによって、年一回性賞与及び株式報酬所得の計算方式が異なる。実務上では、居住者ステータスの判
定、それぞれの税額計算方法の適用等について、特に注目する必要がある。
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